
高島市乳児おむつ等支給事業

対象者

高島市内に住所を有する乳児
（１歳未満）を養育する子育て世帯

支給期間

乳児の出生月または転入月の翌月
から１歳の誕生月まで

※ただし、申請が出生（転入）から３か月を
超えた場合、申請した月の翌月からとなりま
す。

お問い合わせ

高島市子ども未来部 子育て政策課
電話 ０７４０－２５－８１３６

たかPメイト（宅配員）
コープしがの配達員が、パパやママ、お子さ
んと直接お会いして宅配品をお届けします。

「たかPメイト」は、研修を受けた子育て経験

がある方です。子育てについて不安や悩みが

ありましたら、お気軽にご相談ください。

＼ 電子申請OK ／

見守り訪問・宅配品のお届け

おむつ等の宅配品や子育て情報をお届けしま
す。

※対象期間の翌月から１歳の誕生月まで、
毎月お届けします。（初回のみ２か月分）

（流れ）
申請 ➡ 決定（翌月）➡ お届け開始（翌々月）

宅配品の確認・配達日時の打合せ

「生活協同組合コープしが」から確認の電話
があります。カタログから希望の宅配品を選
んでください。

支給決定

「決定のお知らせ（決定通知書）」と
「宅配品カタログ」を郵送します。

宅配品：紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、
おしりふきなど

申請

出生・転入届後「乳児おむつ等支給申請書」
を提出します。

申請からお届けまで
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